
第 ２ ６ 号 議 案 

令和８年３月１８日 

 

 

府中町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則等の一部改正に 

ついて   

 

府中町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則等の一部を改正する規則を

次のように定めることについて、教育委員会の審議に付する。 

 

 

府中町教育委員会教育長    

 

 

 

 

（ 別  紙 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



府中町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則等の一部を改正

する規則 

 

（府中町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部改正） 

第１条 府中町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則（昭和３２年教委規

則第１号）の一部を次のように改正する。 

第２８条の３中「第２９条第２項」を「第２８条第２項」に改める。 

第２８条の６第３項中「第２９条の３」を「第２８条の３」に改める。 

第４０条第３項中「第３０条第２項及び第３２条」を「第２９条第２項及び第３１

条」に改める。 

（府中町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部を改正する規則の一

部改正） 

第２条 府中町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部を改正する規

則（平成１５年教委規則第４号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「第３３条の２第１項」を「第３２条第１項」に改める。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 



 

第１条による改正 

府中町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則新旧対照表 

現    行 改  正  後 

第１条～第２８条の２   ［略］ 第１条～第２８条の２   ［略］ 

第２８条の３ 第２９条第２項の学校栄養職員

及び事務職員の職及び職務は、次のとおりと

する。 

第２８条の３ 第２８条第２項の学校栄養職員

及び事務職員の職及び職務は、次のとおりと

する。 

［略］ 

 

［略］ 

 

第２８条の４・第２８条の５   ［略］ 第２８条の４・第２８条の５   ［略］ 

第２８条の６   ［略］ 第２８条の６   ［略］ 

２   ［略］ ２   ［略］ 

３ 共同事務室に第２９条の３の事務職員その

他所要の職員を配置する。 

３ 共同事務室に第２８条の３の事務職員その

他所要の職員を配置する。 

４～７   ［略］ ４～７   ［略］ 

第２９条～第３９条   ［略］ 第２９条～第３９条   ［略］ 

第４０条   ［略］ 第４０条   ［略］ 

２   ［略］ ２   ［略］ 

３ 校長は、第３０条第２項及び第３２条の規

定により職員の校務分掌等を定めたときは、

速やかに教育委員会に報告しなければならな

い。 

３ 校長は、第２９条第２項及び第３１条の規

定により職員の校務分掌等を定めたときは、

速やかに教育委員会に報告しなければならな

い。 

４～６   ［略］ ４～６   ［略］ 

第４１条   ［略］ 第４１条   ［略］ 

  

  

 

第２条による改正 

府中町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部を改正する規則 

新旧対照表 

現    行 改  正  後 

本則   ［略］ 本則   ［略］ 

附 則 附 則 

１   ［略］ １   ［略］ 

（司書教諭の設置の特例） （司書教諭の設置の特例） 

２ 学校図書館法附則第２項の学校の規模を定

める政令（平成９年政令第１８９号）で定め

る規模以下の学校には、当分の間、第３３条

の２第１項の規定にかかわらず、司書教諭を

２ 学校図書館法附則第２項の学校の規模を定

める政令（平成９年政令第１８９号）で定め

る規模以下の学校には、当分の間、第３２条

第１項  の規定にかかわらず、司書教諭を
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現    行 改  正  後 

置かないことができる。 置かないことができる。 

  

  

 


